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協会研修会を開催

　去る11月27日（水）岡山プラザホテル５階「延養の間」において、約180名が参加し協会研修会

を開催しました。

　今回は、昨年６月に可決・成立した第三次の「担い手３法」について、法律を所管している国土

交通省中国地方整備局から、建政部、建設産業調整官の原田明典様、企画部、技術開発調整官の濱

田靖彦様の両名にお越しいただき、「建設業法の改正について」「品確法等の改正について」と題して、

それぞれの法改正のポイント、受注者として留意すべき点等についてご講演をいただきました。

　今回の法改正には、「地域の守り手」である「建設業」が持続的に発展する上で極めて重要となる

「処遇改善」や「働き方改革」、「生産性向上」の取組が盛り込まれております。お二方には、法改正

の内容を分かりやすく解説いただき、業界の将来を左右する重要な示唆をいただくことができ、有

益な研修となりました。
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地区代表者会議を開催

　去る12月３日（火）12時から「ホテルグランヴィア岡山」において地区代表者会議を開催しました。

　また、当日は来たる第27回参議院議員通常選挙の比例代表選挙に自民党の公認候補者として建設

業界を代表し立候補を予定されている見坂茂範氏にお越しいただき、荒木会長より推薦状をお渡し

しました。

　地場の建設業に精通されている見坂氏と共に岡山県建設業協会もさらなる隆盛に向かって頑張り

ます。

見坂茂範氏に推薦状を渡す荒木会長

集合写真
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岡山県下公共工事の動向〈11月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店



5



6



7



8

建退共だより
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（法律相談コーナー）

第174回　メンタルヘルスでの休職時の扱い
●相談内容●
　　

休職制度について
　休職制度は業務に従事させることが不能または不適当な場合、一定期間在籍
したまま就労義務を免除して、就労させない在職中の特別な扱いをいいます。
労働法上義務付けられた制度ではないですが、現在、日本においてほとんどの
会社が就業規則上、休職制度を設けています。
　休職制度が適用されることによって、従業員としての地位が維持されるた
め、従業員にとってメリットがあることはもちろんですが、会社としても人材
確保、復帰後の生産性向上といったメリットが存在します。
休職及び復職の判断に必要な情報
　休職ないし復職を命じるか否か、休職期間満了で退職とするかそれとも休職
期間を延長するか、それぞれの判断にあたって精神疾患の有無及びその程度と
いった医学的な視点が必ず必要になります。そのため、当該従業員のみなら
ず、従業員がかかっている医者の意見も必要となってきます。そのため、定期
的な聞き取りが必要ですし、その情報なくして従業員の復職の判断をすること
はかえって企業にとっても当該従業員にとっても負担を強いることになってし
まいます。一方、復職すべき人がそのまま休職の状態になることも、復職でき
ない人にとって望ましくありません。
　そのため、いずれにしても、精神疾患の状態を判断するために医師の診断の
内容を確認する必要性があります。
聞き取りを行うための方法
　そのためにも就業規則上、医師の診断書の提出の義務付け、当該従業員に対
して報告を求める内容の規定、医師からの聞き取りをできる旨の規定を定める
必要性があります。
　このような規定に従い、休職中の従業員に対して業務命令として、医師から
の聞き取りの機会を設けさせることが必要となります。
　業務命令として行う以上、聞き取りの手続を行うことについて従業員が拒絶
した場合には、懲戒処分を行うことを検討することになります。
復職の判断について注意すべき事項
　復職にあたって、基本的にはもともと従事していた職場に復帰させることに
なります。しかし、仮にもともと従事していた職場が埋まっているがために、
復帰させることができない場合において、無条件で解雇することになってしま
います。
　職種を制限していない場合は、従前の職種にとらわれることなく、他の職種
への復職も検討することなく解雇した場合において、当該解雇が無効と判断さ
れたものがあります。
　すなわち、他の職種での復帰ができる場合には、その配置を検討しなければ
ならないということです。そのような事情がないまま解雇をしてしまうこと
は、後からの争いを生じさせる原因になります。
　適した職種に適した状態で復職させられるように、従業員の健康状態につい
て適切に情報を収集して休職制度の適切な運用をしましょう。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。

　当社では、適応障害を理由に仕事を休みたいという従業員がいたため、当該従業員を休職扱いしました。しかし、その後、従業
員に状況を確認しても体調が改善しないと述べるのみで、具体的な症状や、いつ回復する目途かなどかについて話そうとしませ
ん。そのため、復職にするか、休職期間満了での退職にするかが決定できませんが、この場合どのようにしたらよいでしょうか。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

URL:https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）
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（建設業総合補償制度のご案内）

 
 

低廉な掛け金で工事に起因するリスクを年間包括補償いたします！ 
建設業総合補償制度のご案内 

◆◆ 毎月中途加入も可能です！！◆◆ 

一般社団法人岡山県建設業協会会員の皆さまへ 

補償制度の特徴 

 

①会員専用の補償制度で保険料が割安 

会員向けに開発した補償制度であり 

団体のスケールメリットにより 

個別加入と比較して低廉な保険料 

 

②年間包括契約方式で加入手続が簡単 

保険期間内の工事全てが補償の対象となり 

保険の加入を忘れる心配がありません 

 （※保険期間の途中からでも加入できます） 

 

 

③無料法律相談 

補償制度加入者限定のサービスとして 

建設業界専門の弁護士による 

無料法律相談が受けられます 
 

 

④自社所有建機等もカバー 

工事補償のオプションとして 

自社所有の建機のカバーが可能！！ 

 

この補償制度は「第三者賠償補償」、「工事補償（土木工事・

建築工事・組立工事）、「独自の見舞金制度」から成り立って

います。一般社団法人岡山県建設業協会を保険契約者とする

請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険、施設所有 

（管理）者賠償責任保険、昇降機賠償責任保険の団体契約と、

土木工事保険、建設工事保険、組立保険の団体契約、労災 

見舞金・災害見舞金の見舞金制度に基づくものです。 

●お問い合わせ先 一般社団法人岡山県建設業協会 

０８６－２２５－４１３３ 

●保険部分のお問い合わせ先および引受保険会社 

三井住友海上火災保険株式会社  

岡山支店 岡山第一支社 岡山市北区幸町 8-22 

０８６－２２５－０８３５ 
●制度幹事代理店 

株式会社建設産業振興センター 
東京都港区虎ノ門４－２－１２ 

０３－５４０８－１９０９ 

 

事故に備えて賠償や工事復旧の資力を確保しておくことは、スムーズな事故解決、円滑な

工事の遂行のために欠かせません。本補償制度によりリスクを管理しておけば、万が一 

事故や災害が起きた時でも、その影響を小さくすることができます。この機会にご加入を

ご検討ください。※詳細は「令和６年度版 建設業総合補償制度パンフレット」をご覧ください。 

幅広い 

簡単 割安 

安心 

サポート 
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（岡山県からのお知らせ）
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令和６年度北方領土問題キャッチコピーの募集
～みんなのアイデアが力になる～
入選作品の発表について

独立行政法人北方領土問題対策協会
（令和６年11月６日決定）

　全国の皆様から9,422作品のご応募をいただき、11月６日（水）に開催しました選
考会において選考した結果、以下のように決定しましたので、お知らせいたしま
す。たくさんのご応募ありがとうございました。

（敬称略）
　最　優　秀　賞

　今も昔もこれからも北方領土は日本の領土
　　信　江　史菜子（岡　山　県）

　優　　秀　　賞

　ちょっと四島ヘ行ってくるねと言える日に
　　舛　田　美　子　　　　　　　（熊　本　県）

　四島返還　叶える鍵は　和と話と輪
　　仁井田　京　子　　　　　　　（福　島　県）

　教科書に 「返還」記す　令和こそ
　　上　田　悠　馬　　　　　　　（京　都　府）

　還らない時間、還るべき島々
　　密　山　莉　生　　　　　　　（和歌山県）

　佳　　　　　作

　帰らぬまま八十年　風化させない僕らの思い
　　原　田　　　怜　　　　　　　（岡　山　県）

　よく知ろう　みんなで知ろう　四島のこと
　　児　玉　東　洋　　　　　　　（千　葉　県）

 　還せ四島を　帰ろう四島に
　　海　老　柚　葵　　　　　　　（岐　阜　県）

　四島に　今すぐ言わせて　「おかえり」と
　　峰　木　一　紀　　　　　　　（東　京　都）

　一日も　早い返還　四島が待つ
　　尾　家　德次朗　　　　　　　（三　重　県）

し   ま

し   ま

し   ま

し   ま し   ま

し   ま

よんとう
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6.11. 6
6.11.13
6.11.15
6.11.15
6.11.18
6.11.19
6.11.20
6.11.27
6.11.28

第２回労務費の基準に関するワーキンググループ（東京）
暴力追放・銃器根絶運動推進県民大会
正副会長会
令和７年度建設関係予算確保等の陳情（自民党県議団）
ＣＣＵＳ意見交換会
全建　全国会長会議（東京）
岡山県建築住宅センター㈱　取締役会
協会研修会
西日本建設業保証㈱　取締役会（大阪）

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp
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